
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  他人の建物に付けた内部造作 

Ｑ：賃借したテナントに内部造作を行いま

した。この内部造作の減価償却は、どのよう

にするのですか？ 

 

Ａ：建物付属設備に該当する場合を除き、

建物として減価償却を行うことになります。 

【解説】 

ご質問のように、他人の建物に内部造作を

した場合には、その内部造作が建物附属設備

に該当する場合を除き、建物として減価償却

を行うことになっています。 

法人税法では、減価償却資産は限定列挙さ

れていますので、他人の建物について行った

内部造作についても、そのいずれかに分類し

なければなりません。内部造作については、

明確な規定はありませんが、自己の建物につ

いて行った内部造作についてはその建物の耐

用年数を適用するという規定がありますので、

他人の建物について行った内部造作について

も、それに準じて、建物附属設備に該当する

ものを除き、建物に含めると解するのが相当

と考えられます。 

  したがって、他人の建物について行った内

部造作のうち建物附属設備に該当しないもの

については、建物として定額法(平成19年4月1

日以後に取得したもの)により減価償却を行

うことになります。 
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